
令和５年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和５年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務 

    

２ 業務目的 

本業務は、石巻市中心市街地活性化基本計画のフォローアップの基礎資料となる、中心

市街地における歩行者及び自転車の通行状況を把握するため実施するものである。 

 

３ 業務範囲 

業務範囲は、石巻市中心市街地活性化基本計画における中心市街地の区域とする。 

中央一丁目・二丁目・三丁目、中瀬、立町一丁目・二丁目、千石町、鋳銭場、穀町、 

日和が丘一丁目（一部）、住吉町一丁目（一部） 

※具体的には、別紙図１「業務範囲図」のとおり。 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和６年２月２９日まで 

 

５ 業務内容 

本業務は、次に掲げる内容とする。 

(1) 計画準備 

計画準備は、調査箇所及び調査項目を確認し、作業内容・方法・工程・機材・人員配置

など、調査方針や作業工程について計画すること。 

業務を実施するに当たり、現地調査の結果を踏まえながら、道路交通・歩行者交通に支

障のないよう考慮するとともに、安全面についても考慮し、計画すること。 

また、調査の円滑な遂行のため、調査地点店舗等への協力依頼や、管轄警察署等へ必要

な許可申請を行うこと。 

 

(2) 調査・データ集計 

業務範囲内の１８地点における歩行者・自転車の通行量を、方向別、時間帯別に数取器

を用いて人手により観測する。集計は、１時間毎に行い、移動調査（※１）と定点調査を

組み合わせ、通行量を推計する。移動調査９地点、定点調査９地点を予定しているが、詳

細は委託者と協議し決定するものとする。 

調査は、原則令和５年１０月中旬～１１月上旬の平日及び休日各１日（午前９時から午

後６時まで）ずつ実施するものとし、具体の調査日は委託者と協議し決定するものとする。

また、悪天候を避けるため調査前日までに委託者と実施についての協議を行う。 

調査地点は、令和４年度の同調査業務における調査地点（別紙図２「令和４年度調査地

点」）を基本とし、詳細は委託者と協議し決定するものとする。 

調査・集計に当たっては、通行者の属性（※２）に留意しつつ、令和３年度及び令和４

年度の同調査業務の集計結果との比較が可能な形で行うこと。 



なお、過去の調査結果については委託者から受託者へ提供する。 

調査実施日は、現場責任者を必ず配置し、調査員が正確な計測を行っているか適宜確認

するとともに、事故等があった場合は直ちに委託者に連絡すること。 

※１ 移動調査とは、調査員１名が３地点を２時間以内に３０分ずつ観測する方法。 

ただし、昼間（午前１１時から午後２時まで）は３時間以内 

※２ 歩行者については小学生以下、中高生、高齢者、一般（前記の項目に該当しない 

人）で分類し、自転車については乗っている人の属性で分類せず、全て自転車と 

する。 

 

(3) 分析・取りまとめ 

調査結果を、方向別・時間別・地点別・通行者属性別に整理・集計し、分析とその要因

考察を行う。 

分析においては、令和３年度及び令和４年度の同調査業務の分析結果との比較を含める

こと。 

なお、集計・分析・考察結果については、別途報告書として取りまとめること。 

   また、概要版として、調査結果を A３用紙１枚程度に取りまとめること。 

６ 業務報告 

業務実施後、以下の成果品を石巻市に提出するものとする。 

   ・報告書     ５部 

   ・報告書（概要版）       １０部 

   ・電子データ（ＣＤ―Ｒ等）  １式 

 

７ 留意事項及びその他 

(1) 本業務の遂行に当たっては、市担当職員と十分な連絡調整を行うこと。 

(2) 委託者は、業務完了前であっても、受託者に中間報告を求めることができるものとする。 

(3) 委託契約書及び本仕様書に定めがない事項について疑義が生じたとき、また、別に定め

るべき事項が生じたときは、委託者と受託者の両者協議の上、定めるものとする。 

 

８ 暴力団等の排除について 

(1) 受託者が、この契約の履行期間中に石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０

年石巻市告示第２６８号。以下「排除要綱」という。）別表措置要件に該当するときは、

契約を解除することができるものとする。 

(2) 受託者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又は河

北警察署長（以下「管轄警察署長」という。）から排除要綱別表措置要件に該当する旨の

通報を受けた者を石巻市が発注する建設工事等に係る下請負人（一次及び二次下請以降

の全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。）

又は再受託者（再受託以降の全ての再受託者を含む。以下同じ。）としてはならない。 

(3) 受託者が、指名停止措置期間中の者並びに管轄警察署長から排除要綱別表措置要件に該

当する旨の通報を受けた者を下請負人及び再受託者（以下「下請負人等」という。）とし

ていた場合は、当該下請負人等との契約の解除を求めることがある。 

(4) 受託者は、この契約において、暴力団員及び暴力団関係業者（以下「暴力団員等」とい



う。）による不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固とし

てこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び

捜査上必要な協力（以下「警察への通報等」という。）を行うこと。 

(5) 受託者は、(4)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した

文書（石巻市が発注する建設工事等における不当介入マニュアル第２第２号に定める別

紙様式（石巻市ホームページに掲載））により産業部商工課長に報告すること。 

(6) 受託者は、下請負人等に対しても、(4)及び(5)と同様の措置を指導すること。 

(7) 受託者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れ

が生じる等の被害が生じた場合は、産業部商工課長と協議を行うこと。 

(8) 市長は、受託者が(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、指名停止

措置を行うものとする。 

 

 



別紙 

図１ 業務範囲図 

 

図２ 令和３年度調査地点 

 

 

 


